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vo l .009会社経営に必要なひと、お金、目標を相談できるパートナーでありたい

各行政別
新型コロナウイルス
感染拡大防止協力金

2021 年募集予定！
中小企業等事業再構築
促進補助金について
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【新型コロナ資金繰り】
特別措置延長！雇用調整
助成金特別措置に関して！

M O N T H LY  C O L U M N
今月のお役立ちブレーン

L E A D B R A I N  T I M E S  V O L . 0 0 9

M O N T H LY  F AV O R I T E

パーラーじゃりンこ
今月のお気に入り飲食店

今月のごあいさつ

リードブレーン代表・皆川知幸

　2回目の緊急事態宣言下にある現在、皆様の事業継続に向

けた努力を日々悪戦苦闘されている最中かと存じます。

そもそもこの時期に予想されていた第3波の襲来に対し、い

まさらながら病床不足を原因とした場当たり的な行政の対

応、かつ安易に飲食店を悪者と決めて締め付ける短絡的な政

策に辟易とする毎日です。

　一方、この間多くの経営者の皆様は、血のにじむ努力、苦渋

の決断、新しい創意工夫等により、前回の緊急事態宣言時より

確実に強く、多角的な企業体に深化している会社が多いと感

じます。

　そんな中、（あくまで私見ですが）春になればワクチンが浸

透し、コロナ騒動も安定をしていくと予想しており、かつ来年

度は1兆円規模の補助金の予算も組まれておりますので本格

的な事業再構築に向けた1年になるかと思います。一方で、コ

ロナ禍において大多数の企業はバランスシートの悪化（借入

金の増大、自己資本比率の低下）の影響を受けております。

この状況下において、様々な事業の選択肢がある中で、皆様は

【やりたいこと】よりも【やらなければならないこと】に取り組

むことが優先されることも覚悟しなければなりません。限ら

れている資源の中、自分の本意とは違った事業展開を図らな

ければならない場面も多くなるでしょう。でもしかし、いまを

乗り越えるためにそれは必要なのです。

　その先にある新しい未来に向けて【やらなければならない
こと】を精一杯努力する1年にしてみてください。

【やりたいこと】と
【やらなければならないこと】
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新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発令さ
れ、営業時間短縮が強化されることに伴い、要請に全面的にご協
力いただける中小の飲食事業者等に対し、新たに協力金を支給す
ることが決定いたしました。

リードブレーン株式会社今月のお役立ちブレーン
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各行政別新型コロナウイルス
感染拡大防止協力金について
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緊急事態措置期間開始の令和3年1月8日（金）から令和2月7日
（日）までの間、全面的に協力いただいた場合（31日間）なお、営
業時間短縮に向けて準備などが必要な場合において、令和3年
1月12日（火）から令和2月7日（日）までの間、全面的に協力い
ただいた場合（27日間）は、一店舗当たり162万円

1月8日（金）20時から
1月22日（金）24時までの
全15日間

令和2年1月8日（金）から
新たに営業時間短縮要請に
ご協力いただく場合

令和2年1月12日（火）から
営業時間短縮要請に
ご協力いただく場合

令和2年1月12日（火）から
営業時間短縮要請に
ご協力いただく場合

酒類を提供する飲食店（通常20時以降も営業） 通常20時以降も営業

酒類を提供しない飲食店（通常20時以降も営業）

東葛地域及び千葉市の飲食店 東葛地域及び千葉市以外の飲食店

要請期間が終了した2月8日（月）以降、
速やかに受付を開始予定。

以下3種類の対象期間に応じて支給。
いずれの対象期間でも、全期間で要請に応じる必要あり。

1月9日（土）20時から
1月22日（金）24時までの
全14日間

1月10日（日）20時から
1月22日（金）24時までの
全13日間

時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×6万円」を
交付。その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日

（日）まで連続して時短営業することが必要。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話番号03-5388-0567　９時から19時まで毎日

千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話番号 0570-003894   9時から18時まで（土・日・祝含む）

新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金
コールセンター / 電話番号 028-341-1787

電話番号 080-7490-7903、080-7490-7908、
080-7490-7913、080-7490-7927、080-7490-7992　
月曜から金曜（祝日は除く）9時から17時

• 対象店舗は「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の
要請を受けた都内全域の中小企業、個人事業主が運営する飲食店等。

• 夜20時から翌朝５時までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗にお
いて、朝５時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類
の提供は11時から19時までとすること。

• 対象期間において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと。
• ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示してい

ただくこと。

• 対象店舗は宇都宮市全域の通常20時から翌朝５時までの夜間時間
帯に営業し、酒類を提供している飲食店（カラオケ店を含む）。

• 宇都宮市内に対象店舗を有し、対象店舗に係る食品衛生法（昭和22
年法律第233号）に基づく営業許可証（飲食店に係る許可に限る）に
記載されている営業者であること。

• 令和３年１月５日（火）（時短営業要請日）より前に、必要な許認可等
を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可
の有効期限が令和３年１月22日（金）（時短営業要請期間の最終日）
以降であること。

• 対象店舗において、通常20時から翌朝５時までの夜間時間帯に営業
を行っていた事業者が、令和３年１月８日20時、9日20時、又は10
日20時から令和３年１月22日24時までの全期間、５時から20時ま
での間に営業時間を短縮（休業を含む。）すること。

• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条
に規定する暴力団員等に該当しないこと。

• 「新型コロナ感染防止対策取組宣言」を行い、ステッカー等を掲示していること。
• 営業時間短縮要請に応じた店舗として、店名等を公表することに同意すること。

• 対象店舗は県内全域の営業の形態や名称にかかわらず、通常20時から
翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、食品衛生法に基づく飲食店営業又
は喫茶店営業の許可を受けた店舗。 
※第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はなし。 
※通常の営業時間が5時から20時までの店舗は対象外。

•	 令和3年1月12日（火）から令和3年2月7日（日）までの間、5時から20
時までの時間短縮営業（酒類の提供は11時から19時まで）をすること。

東京都

栃木県

神奈川県

千葉県

186186 万円万円

162162 万円万円

162162 万円万円

1店舗
当たり

1店舗
当たり

1店舗
当たり （全期間協力した場合）

支給額

支給額

支給額

支給額

対象要件

対象要件

対象要件
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186186 万円万円 162162 万円万円

162162 万円万円

最大 最大

最大

の支給 の支給

の支給

1店舗
当たり

1店舗
当たり

3939 万円万円

4242 万円万円

4545 万円万円

1店舗
当たり

宇都宮市から、別途19万5千円

宇都宮市から、別途21万

宇都宮市から、別途22万5千円

①

① ②

②

③

• 原則として、令和3年1月12日（火）から令和3年2月7日（日）までの全ての期間
において、要請に応じ、夜20時から翌朝5時までの間の営業を行わない（休業を
含む）こと。（準備等の為協力開始が1月12日に間に合わない場合も、弾力的に対
応する。） 
※酒類の提供は朝11時から夜19時までとしていること。 
※通常時は夜20時以降まで営業をしていたこと。

埼玉県

支給額

対象要件

申請期間

• 『彩の国「新しい生活様式」安心宣言』を遵守し、店頭に掲示していること。
• 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。
• 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認

可を受けていること。
• 暴力団、暴力団員等の反社会勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等と

なっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。
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上記の内容は令和3年1月12日現在の情報となります。新たな
詳細等が発表されている場合がございますのでご了承ください。
最新の情報は弊社HP【お役立ちコラム】又は、公式LINEにて配信
しておりますので、こちらからもご確認いただけます！

LINE登録はこちら
リードブレーンHP
お役立ちコラム最新の情報を

配信します！
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事業再構築補助金とは？

事業再構築補助金の補助額と補助率について

中小企業等事業再構築促進事業の活用イメージ

補助対象経費の例

財務

リードブレーン株式会社今月のお役立ちブレーン

新型コロナウイルス感染症の拡大に歯止めがつかず、
多くの業界で需要が回復していない状況が続いていま
す。コロナ禍に対応した新たな方法に挑戦したい！と

考えていても、投資ができず思うように動けない。と
いう企業の方々は少ないと思います。そこで今回ご紹
介するのが、【事業再構築補助金】です。

店舗縮小にかかる店舗改修の費用、新規オンライン
サービス導入にかかるシステム構築の費用など

事業圧縮にかかる設備撤去の費用、新規事業に従事
する従業員への教育のための研修費用など

店舗縮小にかかる建物改修の費用、新規サービスに
かかる機器導入費や広告宣伝のための費用など

公募開始時期や対象業種については
未定です（2021年1月1日現在）
補助対象企業の従業員の人件費及び
従業員の旅費は補助対象外です
申請は電子申請のみの受付となっています

事業再構築補助金に関しては、2021年
募集予定となっていますが申請開始日など
の詳細はまだ未定となっています。

【注】

【注】

【注】

店舗での営業規模を縮小し、ネット販売事業や
サブスクサービス事業に業態を転換

当該事業の圧縮・関連設備の破棄等を行い、ロボット
関連部品・医療機器部品製造の事業を新たに立上げ

店舗での営業を廃止。オンライン専用の注文サービス
を新たに開始し、宅配や持ち帰りの需要に対応

航空機部品を製造していたところ、
コロナの影響で需要が減少

レストラン経営をしていたところ、
コロナの影響で客足が減り、売上が減少

製造業

飲食業

衣服販売を営んでいたところ、
コロナの影響で客足が減り、売上が減少小売業

申請条件 事業再構築補助金の予算は？

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に
対応するための企業の思い切った事業再構築を支援す
るための補助金となっています。新型コロナウイルス
の影響で需要がなかなか出ず、売上を回復することが
できない中小企業に対して、新事業分野の展開や業態

申請前直近の6カ月間のうち、任意の3カ月間の合計
売上高が、新型コロナウイルス以前の3カ月の合計売上
高と比較して10％以上減少している企業

事業終了後3～5年で、付加価値額の年率
平均3.0%（一部5.0%）以上増加、又は従業員
一人当たり付加価値額の年率平均3.0%（一部
5.0％）以上の増加を目指すとしています。

事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体と
なって事業再構築に取り組む中小企業等

転換、事業・業種転換、事業再編といった思い切った挑
戦を支援する補助金となっています。最大で約1億円の
補助が受けられる内容となっており、補助対象も狭く
ない補助金となっています。

技術導入費
（知的財産権導入に

係る経費）

広告宣伝費
販売促進費

（広告作成、媒体掲載、
展示会出展等）

外注費
（加工、設計等）

研修費
（教育訓練費等）

システム
購入費建物費 建物改修費 設備費補助金額 補助率

① 中小企業（通常枠） 100万円～6,000万円 2/3

② 中小企業（卒業枠）※1 6,000万円超～1億円 2/3

③ 中堅企業（通常枠） 100万円～8,000万円 1/2 
（4,000 万円超は 1/3）

④ 中堅企業（グローバルV字回復枠）※2 8,000万円超～1億円 1/2

※1 事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のい
ずれかにより、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する
事業者向けの特別枠。（中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様）

※2 以下の要件を全て満たす中堅企業者向けの特別枠

• 直前6カ月間のうち任意の3カ月の合計売上高がコロナ以前の同3カ月の 
合計売上高と比較して、15％以上減少している中堅企業

• 補助事業終了後3～5年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の
年率5.0%以上増加を達成すること

• グローバル展開を果たす事業であること

01

02

03

中小企業等事業再構築
促進補助金について

2021年募集予定！

②中小企業（卒業枠）
400社限定となっており通常枠
より条件は厳しいですが、その分
支給額が高くなっています。

①中小企業（通常枠）
特段の理由がない限りは
こちらの枠になります

③中堅企業（通常枠）
特段の理由がない限りは
こちらの枠になります

④中堅企業
（グローバルV字回復枠）
100社限定となっており通常枠
より条件は厳しいですが、その分
支給額が高くなっています。

補助経費
の例

活用
イメージ

活用
イメージ

活用
イメージ

補助経費
の例

補助経費
の例
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リードブレーンLINE公式アカウントで
は、最新のお役立ち情報をリアルタイム
でお届けしております！

LINE登録はこちら

詳細が分かり次第随時お伝えさせていただきます！



新型コロナウイルスの感染が拡大した2020年1月以
降、事業を営む人のほとんどは雇用維持に不安を抱え
ているのではないでしょうか。こうした窮状への支援
策として、厚生労働省では「雇用調整助成金」に特例を

リードブレーン社会保険労務士事務所

w w w . l e a d b r a i n . c o . j p

【新型コロナ資金繰り】特別措置延長！
雇用調整助成金特別措置に関して！

今月のお役立ちブレーン

雇用調整助成金とは？

雇用調整助成金

雇用調整助成金の特例措置とは？

感染症特例の助成率

申請要件

w w w . l e a d b r a i n . c o . j p

労務

設け、従業員に支払う手当の積極的な給付を開始して
います。助成金制度について初めて知る人でも特例申
請を検討できるよう、申請要件と支援内容について分
かりやすく解説します。

そもそも「雇用調整助成金」とは、経営事情により稼働
人数を減らす必要に迫られた事業所へ、申請に応じて
休業・シフト短縮・教育訓練の際に支払う従業員手当を
給付する制度です。従来からある通常の制度は、申請要
件が厳しく手続きも複雑であり、手当に対する給付の
割合（＝助成率）も限られていました。

今回の感染症拡大の危機を受けて、より申請しやすく
充実した支援内容とするべきとの考えから、一時的に
制度内容の拡充を図った「新型コロナウイルス感染症
の影響に伴う特例」（以下“特例措置”または“感染症特
例”）が設けられています。

”解雇等をせず雇用維持に努める”とは、この制度が適
用される令和2年4月1日から令和3年2月28日までの
間に、解雇などを行わずに雇用し続けた場合というこ
とになります。（令和3年1月12日現在）

一斉休業もしくは
シフト調整をしている

生産指標が前年同月比で
5％以上減少している

※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に
対する休業手当も助成対象となります。その場合、緊急
雇用安定助成金によって助成されますが、助成の内容
や申請先等は雇用調整助成金と同様です。

雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当を支払
う場合、その一部を助成する制度です。新型コロナウイ
ルス感染症にかかる特例措置として、４月１日から感
染拡大防止のため、特例措置が実施されています。
特例措置により助成率及び上限額の引き上げが行われ
ており、1人1日15,000円を上限額として、労働者へ
支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。
（教育訓練を実施した場合は更に、教育訓練を受けた労
働者一人につき日額最大2,400円が加算されます）。

助成率は、企業の規模や、事業主が雇用を維持したか
否かによって、以下のように分かれます。

複雑で手間のかかる助成金申請を、受給可否や受給可能額の診
断までトータルサポートいたします。雇用調整助成金ならびに
緊急雇用安定助成金をご活用いただく場合はご相談ください。

助成金申請代行サービス

 50,000 円（税抜）

 35,000 円（税抜）

申請一回につき

申請一回につき

（雇用保険被保険者が対象）

（雇用保険被保険者以外が対象）

休業・シフト短縮・教育訓練
の際に支払う従業員手当を
給付する制度

1人1日15,000円

12月末までだった特別措置の期限を、2月末まで延長する
決定がされております。また、現状の雇用情勢を鑑み、
2月末までの期限についても再延長を検討とのことです。

上限額

労働者へ支払う休業手当等のうち
最大10/10が助成されます

解雇等を行わず
雇用を維持した場合

解雇等を行わず
雇用を維持した場合それ以外の場合 それ以外の場合

3/4

01
03

02
04

10/102/3 4/5

下記のように、解雇等せずに雇用の維持に努めた中小
企業への助成率が100%に拡充されています。

大
企
業

中
小
企
業

感染症の影響で経営環境が悪化し、
事業活動が縮小している

労使間の協定に基づき休業などを
実施し、休業手当を支払っている

雇用調整助成金

緊急雇用安定助成金
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M O N T H LY  N EWS 今月のお知らせ

今月の担当: C.I

今月のお気に入り店
LB広報部チョイスの

パーラーじゃりンこ　神宮前店　TEL：090-4684-0479  
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-23-26

2020年9月にオープンした原宿駅徒歩3分に位置し、様々な
飲食店が集結しているJINGUMAE KOMICHI、その２Fの一
角にあるお店です。厨房をカウンター席で囲み、テーブル席や
テラス席もある、賑やかなお店です。名物はなんといっても“お
てんば盛り”！刺身の盛り合わせが何と５００円！鹿児島特有
の甘い醤油を使った特性ブレンド醤油で頂きましたが、とても
美味しかったです。他にも鹿児島ならではのガネ天や鹿児島

原宿で1番安くお刺身が食べられる居酒屋！

パーラーじゃりンこ　神宮前店

鹿児島から直送！新鮮でおいしいお料理と、ワイワイした雰囲気を味わえる

から直送の新鮮なお魚を使った料理などもおすすめです。お酒
は鹿児島の芋焼酎から日本酒、ワインまで取り揃え、鹿児島産
ハイボール等もあり、様々なバリエーションがあるのでお好き
な組み合わせで楽しめます。女子会やふらっと2軒目としても
足を運びやすく、店主の「昔を思い出して騒がしく飲み食いし
てほしい」という思いの込められたアットホームなお店です。
今回は夜の時間帯に行きましたが、ランチメニューも魅力的で
す！平日はせんべろもやっているので原宿を訪れた際には是
非行ってみてはいかがでしょうか。

鹿児島発！


